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経営TOPICS

　中小企業庁が2018年４月に発表した『2018
年版「中小企業白書」』によると、2017年度の中小
企業の企業収益は過去最高水準を記録しており、
リーマンショック前の2007年の収益を上回って
いることがわかりました。
　その一方で、少子高齢化の影響から多くの企業
が慢性的な人手不足に陥っており、『中小企業景
況調査』によると2013年には、「人員が不足して
いる」と答えた企業が「人員が過剰」と答えた企業
を上回りました。
　中小企業庁が推奨する“業務プロセスの見直し”
とはどのようなものでしょうか？　実例をもとに紹
介していきます。

　　
 
　香川県のホテルでは、外部の経営コンサルタン
トを招き入れ、支配人や業務の見直しに意欲的な
従業員で改善チームを編成。客室整備業務などに
おける無駄な業務を洗い出して、効率化を実施し
ました。
　例えば、使用頻度の少なかった急須を廃止して
マグカップとスティック茶に簡略化したり、客室内
資料の配置を廃止したりするなどして、年間で約
1,800時間の削減に成功しました。

　また、神奈川県の倉庫業者では、全社員に対す
るアンケート調査により残業発生要因が仕事の属

人化やコミュニケーション不足などにあると特定。
作業のマニュアル化により多能工化を進め、同一
作業に複数担当を付けたり、各人の１日の作業フ
ローをホワイトボードに張り出し作業スケジュー
ルを明確化したりするなどし、残業時間を前年に
比べて55％減少させました。

　このように、不要な業務や重複している業務を
廃止または簡略化することで、少人数でも業務に
対応できると同時に、余剰時間が生まれ、従業員
の負担も軽減できるというメリットがあります。
　少人数で生産性を上げるための“業務プロセス
の見直し”は、今後、多くの企業が取り組むべき課
題になっていくと思われます。

少子高齢化により生産年齢人口が減少傾向にある昨今。中小企業の当面の課題は人手不足です
が、一企業の努力でそれを解決するのは難しい部分もあります。
そこで中小企業庁では、現在いる従業員を最大限活かすための業務の効率化を急務と捉え、そ
のための“業務プロセスの見直し”を推奨しています。

慢性的な人手不足の課題解決は
“業務プロセスの見直し”がカギ

企業収益は過去最高水準
人手不足は慢性的課題に

“業務プロセスの見直し”により
業務・残業時間削減に成功した実例
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データで見る経営

　今回の調査では、各産業ともに負債の割合が
前年度や前々年度と比べても大きな変化はあり
ませんでした。製造業における未払金や短期借入
金などの流動負債と、社債や長期借入金などの固
定負債の合計は、27年度が129.5億円、28年度
が130 .9億円。製造業の28年度の純資産が
130.6億円。このことから、製造業の28年度の自
己資本比率は49.9％、卸売業は37％、小売業は
42％と算出できます。

　どの産業も前年度よりも自己資本比率が高く
なっており、経営が安定化傾向にありますが、な
かでも特に自己資本比率が高い産業は製造業で
あることがわかります。これは借入金に依存してい
ない経営を行っている企業が多い証。人手不足な
どの問題はありますが、多くの産業の中でも、製造
業は将来的な長期の安定が期待できる産業だと
言えます。

※１ 会社の全ての資産総額から負債額を差し引いたもの。このと
きの負債とは、銀行などからの借入額も含みます

※２ 全体の資金調達の中での純資産の割合

経済産業省が今年2月に発表した『平成29年企業活動基本調査』によると、主要産業における
一企業当たりの純資産が増加傾向にあることが明らかになりました。このことから、各企業の自
己資本比率も上昇し、全体では経営の安定化が進んでいることがわかります。また、今回の調
査で、今後さらなる経営の安定化が期待できる産業が見えてきました。

　今回の経済産業省の調査は2万9,970社を対
象に行われ、そのうち主要産業といわれる製造業、
卸売業、小売業の純資産（※１）の合計が発表されま
した。
　製造業では、平成26年度、27年度ともに120
億円台だったものが、28年度には130.6億円を達
成。卸売業でも27年度が76.4億円だったのに対
し、28年度は81.9億円に増加。小売業でも、27年
度が58.1億円だったものが59.1億円に伸びるな
ど、全体的に純資産が増加傾向にあります。

　主要産業の純資産の増加に比例し、自己資本
比率（※２）も上昇傾向にあります。この自己資本比
率が小さいほど、他社の資本の影響を受けやす
く、会社の経営は安定しません。逆に、自己資本比
率が高いということは、純資産が豊富にあるため、
他社の資本の影響を受けにくいということです。
　つまり自己資本比率が高い会社は、倒産の危険
性の少ない、安定した会社ということが言えます。

経営のさらなる長期安定化が
見込める産業とは？

主要産業の純資産は
軒並み上昇傾向に

さらなる長期安定化が
見込める産業とは？

流動負債 純資産固定負債
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税務・会計2分セミナー

平成30年度税制改正で『電子情報処理組織による申告の特例』が創設され、一定の法人には、
法人税と消費税を電子情報処理組織（以下、e-Tax）で確定申告することが義務づけられました
（以下、電子申告の義務化）。今回は、この『電子申告の義務化』の概要と、e-Taxのメリットにつ
いて解説します。

　財務省が平成30年４月に改定した『行政手続
コスト削減のための基本計画』によると、平成28
年度における『法人税申告のオンライン利用率』
は79.3％でした。ただし、資本金が１億円以上の
法人の『法人税申告のオンライン利用率』は
56.9％に留まっています。そのため、社会全体の
コスト削減や生産性向上などを目的として、平成
30年度税制改正にて『電子申告の義務化』が決
定されました。
　なお、e-Taxでの申告が義務化される税目・対
象法人は以下の通りです。

【対象税目】（※１）
●法人税＆地方法人税
●消費税＆地方消費税

【対象法人】
（１）法人税＆地方法人税
●日本国内に主たる事務所を有する法人のうち、
その事業年度開始時において資本金または出
資金の額が１億円を超える法人

●相互会社、投資法人、および特定目的会社
（２）消費税＆地方消費税
●（１）の法人＋国および地方公共団体

【適用開始日】
平成32年４月１日以後に開始する事業年度（課
税期間）から適用されます。

 
 

　前述の『行政手続コスト削減のための基本計

画』では、“法人税・消費税におけるe-Tax利用率”
の今後の目標を、資本金または出資金の額が１
億円を超える法人などは100％、中小企業でも
85％以上と定めています。さらに、将来的には中
小企業にも電子申告の義務化が検討されていま
す。
　では、企業がe-Taxを利用することによって、ど
のようなメリットがあるのでしょうか？

【電子申告のメリット】
●税務署への申告書提出に出向く事や郵送の必
要がないため、機密文書を社外に持ち出すリス
クや発送コストを軽減できる

●税理士による代理送信も認められるため、税務
担当者の作業効率化や人件費削減が見込め、
申告ミスの削減にもつながる

●オフィスからインターネット経由で電子納税が
可能

　また、本改正により、法人税申告書別表のデー
タ形式の柔軟化・提出先の一元化など、電子申告
手続きを促進すべく環境整備が進められます。

　e-Taxを利用するには事前の手続きが必要で
すが、一度導入してしまえば、法人税などの申告・
納税におけるメリットが享受でき、作業効率など
が格段にUPする事を見込めます。
　将来的には全企業に電子申告の義務化が検
討されていることから、大法人だけでなく中小企
業においても、早めにe-Taxの導入を検討してみ
てはいかがでしょうか。
 
※１ 地方税の法人住民税および法人事業税についても電子申告

が義務化されます。詳しくは各地方公共団体のホームページ
をご確認ください。

大法人の『電子申告の義務化』が決定！
将来は中小企業も義務化される!?

『電子申告の義務化』の
対象企業とは？

将来は中小企業も義務化!?
e-Taxを導入するメリットとは



当社で福利厚生の一環として、誕生日を迎える社員向けに『バースデー休暇』を、長
期にわたって勤めてくれた社員向けに『リフレッシュ休暇』を与えるなど、いろいろな
特別休暇を導入したいと考えています。何か必要な手続きはあるのでしょうか？
また、これら特別休暇と一般的な年次有給休暇とは、どのように違うのでしょうか？

特別休暇は、労働基準法などの法令に基づくものではないため、必要な手
続きはありません。また、年次有給休暇と特別休暇は法的な効力や運用方
法が大きく異なります。

　特別休暇とは、冠婚葬祭や災害など、特別な理
由が発生した場合に取得できるよう、各会社が独
自に定める休暇です。労働基準法などの法令に基
づくものではありませんので、就業規則によって、
さまざまな種類の特別休暇を設けることができ
ます。有給にするか無給にするかも会社の自由で
す。 
　特別休暇を制度として設ける際は、就業規則に
必ずその旨を記載しましょう。そのため、まずは就
業規則の整備から着手する必要があります。

　年次有給休暇と特別休暇には、例えば以下のよ
うな違いがあります。 

＜自由にいつでも取得できるか？＞
●年次有給休暇
従業員の希望する時季に与えなければなりませ
ん（労使協定での計画休暇日数を除く）。

●特別休暇
請求の時季・請求の手続など、就業規則に定め
ることで取得に制限を設けても可。

＜取得について会社の承認が必要か？＞
●年次有給休暇
従業員が希望日を特定して会社に通告すれば取
得できます。法律上は会社側の承認を必要とし
ません（一般的には会社側の承認が望ましいと
されています）。ただし、会社側には時季変更権と
いって、年休取得により事業の正常な運営が妨
げられるときには、取得を拒否できる権利があり
ます。

●特別休暇
就業規則によって承認の有無が設定できます。
「会社側の承認によって初めて休暇が成立する」
と設定することも有効です。 

　年次有給休暇は付与後２年経ったら失効して
しまうなど、有効期間が定められています。しか
し、特別休暇については労働基準法第115条の
時効が適用されません。就業規則に定めること
で、会社の事情に合わせて、有効期限を自由に設
定できます。

『特別休暇』と『年次有給休暇』の
使い分けはどうすればいい？

特別休暇とは？

年次有給休暇と特別休暇の違い

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン 05

Q

A

労務相談室



社長が
知っておきたい

法務講座

　対面で商品を売る場合、契約書を事
前に用意しておけばトラブルに対する
心配を軽減できるでしょう。ECサイトで
商品を売る場合も同様ですが、イン
ターネットから商品を購入してくれる人
に契約書の押印を求めることはできま
せん。
　そこで必要となってくるのが“利用規
約”です。
　利用規約がなくてもECサイトで商品
を売ることは事実上できますが、その場
合、取り決めもなく商品の売買をしてい
るということになります。この状態だと、
いつトラブルが発生してもおかしくあり
ません。あらかじめ利用規約を定めてお
くことで、トラブルを防止することができ
るでしょう。
 
 

 
　ECサイトを運営していると、商品購
入者の名前や住所、電話番号といった
個人情報を取り扱うことになります。プ
ライバシーポリシーは、この個人情報の
利用目的などについて定めたものです。
　平成29年５月30日に施行された改

経済産業省によると、2017年の日本国内のBtoC-EC（消費者向け電子商取
引）市場規模は、約16.5兆円（前年約15.1兆円）に拡大。商取引の電子化が進
展していることが明らかになりました。このような状況下で、もしあなたが化
粧品や健康食品の販売会社を立ち上げた場合、必要となってくるのは『ECサ
イト（自社商品を独自で販売するサイト）』ではないでしょうか？　今回は、
ECサイトを始めるにあたって知っておきたい法律事項をご紹介します。

正個人情報保護法では、個人情報を取
り扱うあらゆる事業者に個人情報の利
用目的を特定することが義務づけられ
ています。個人情報の管理をしっかりし
ておくことは、企業への安心感にもつな
がります。

 

　特定商取引法という法律により、EC
サイトは会社名や所在地をはじめとし
た一定の事項を表示しておかなければ
いけません。
　ECサイトの運営側にとって、この規
約の中で最も大切なのが“返品特約”に
なります。
　返品特約では、「商品購入者からの
返品を認めるのか」を決められます。返
品特約を定めておかなかった場合、自
社に落ち度がなかったとしても返品が
認められることがあります。
 
　今や、スマートフォンの普及によりEC
サイトの利用率はますます高まってお
り、企業にとっても欠かせない存在にな
りつつあります。
　利用者にとって安心できるECサイト
を運営していくためには、上記の規約等
をしっかりと定めておくことが重要です。

E
C
サ
イ
ト
を
始
め
る
時
に

知
っ
て
お
き
た
い
法
律
事
項

利用規約

プライバシーポリシー

特定商取引法に基づく表示
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　中小企業庁が2018年４月に発表した『2018
年版「中小企業白書」』では、幅広い業種で多能工
化・兼任化の取り組みが進展し、生産性向上にも
寄与していることが明らかになりました。これま
では主に製造業の現場で、一人で複数の工程を
管理したり、多岐にわたる商品を担当したりする
多能工化が推し進められてきましたが、近年では
人手不足もあり、小売業やサービス業など、さま
ざまな業種に多能工化が波及しています。
 
 

　自分の担当する業務について詳しい知識を持っ
ており、他の工程や業務を把握できていない単能
工に対して、多能工は、全体の流れを把握し、人手
が足りない業務に加わるなど、柔軟に対応できる
という特徴があります。そして、この多能工を育て
るための教育や訓練のことを『多能工化』と言い
ます。

深刻な人材不足を背景に、一人の従業員が複数の業務や工程を受け持つ、いわゆる“多能工化”が
求められています。これまでのような、一つの業務を専門的に行う単能工を減らし、多くの社員を多
能工にすることで、少ない人員でも生産性を上げることができ、また社員側の負担を減らすことも
可能になります。今回は、企業と従業員、双方にメリットのある多能工化についてご紹介します。

　多能工化は、従業員一人に対する業務が偏る
ことを防ぎ、「従業員の負担の軽減」に繋がります。
さらに、繁忙期や繁忙部署に多能工を送り込むこ
とで、「業務処理能力向上」を図ることも可能で
す。
　その他にも、多能工が増えることで、従業員の
退社や欠勤などのイレギュラーなケースへの対応
ができたり、多能工が新たな業務を担当すること
で、これまで単能工には見えていなかった問題点
が見えてきたりすることもあります。

　このように、多くのメリットがある多能工化です
が、導入には教育の仕組み作りや、従業員への周
知など、さまざまな準備が必要です。また、多能工
へ適切な指示が出せる管理者の配置や多能工を
評価するためのシステムも考えなくてはいけませ
ん。
　手間のかかる多能工化ですが、多くの企業がそ
の手間を上回るメリットを見出しているようです。
生産性アップのためにも多能工化の導入を考えて
みてはいかがでしょうか。

生産性の向上につながる
従業員の『多能工化』とは？
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増客・増収の

ヒント

さまざまな業種で
推し進められる多能工化

多能工化導入にあたっての注意点

多能工化のメリットとは？
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　ストレスチェックとは、2015年12月より年１回、
労働者が50人以上いる事業所のすべての労働者
に対して実施することが義務付けられた検査で
す。ストレスに関する質問票に労働者が記入し、そ
れを集計・分析することで、自身のストレスがどの
ような状態にあるのかを調べます。
　目的としては、労働者が自分のストレスの状態
を知ることによって、高ストレスの場合は医師の
助言をもらったり、会社側に業務軽減などの措置
を実施してもらったりと、鬱などの精神的な不調
を未然に防止していくことです。

 

 
　平成29年７月の厚生労働省の調査では、ストレ
スチェックを受けた労働者のうち医師の面接指導
を受けたのは、全国集計で0.6％だったことが明ら
かになっています。受検者の10％ほどが高ストレ
ス者に該当するよう、基準となるカットオフ値が
設定された同検査からすると、予想以上に少ない
結果だと言えるでしょう。
　その理由としては、面接指導の申出をすること
によって、事業者への結果提供に同意したともみ
なされるため、自身が不利益な扱いを受けるので

はないかという不安があったり、面接を行って医
師からどのような指導が受けられるのか不明なこ
とが挙げられました。
　では、そういった不安や不明点を解消していく
ためには、どのような対策を行っていくべきでしょ
うか？

　まずは、改めて個人情報の取り扱いには十分に
気をつけることや、面接指導の申出があったから
といって会社内で不利益な扱いをすることは禁止
されていることを、明確に社員に提示することが
大切です。
　また、高ストレス社員に対してストレスへの気づ
きとセルフケアの方法を指導し、会社側が必要に
応じて就業上の配慮を行うこと、そしてあくまで
も『自身の心の健康づくり』が、医師の面接指導の
目的であることも伝えてあげましょう。
社内で保健師や産業カウンセラーなどを配置し、
医師よりも気軽に相談できる窓口を設けるといっ
た環境整備も効果的です。もちろん、社外の相談
窓口も心理的抵抗感を下げるには有効です。

　以上のようなことを積み重ねていくことにより、
医師の面接指導を受けやすい環境が生まれ、社員
の心の健康に対する意識を高めていくことにつな
がるでしょう。

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン

『労働安全衛生法』のもとストレスチェックを行った際、医師の面接指導が必要だと判断
された社員がいました。しかし、その社員から面接の指導の申出がありません。会社で
できる対策は何かありますでしょうか？

ストレスチェックを受けた社員が
医師の面接指導を受けやすくするには？QA&経営な

んでも

A
nswer

Q
uestion

ストレスチェックとは？

面接指導の申出を増やす対策

医師の面接指導を受けたのは
わずか0.6％　その理由とは？

面接指導が必要な社員が安心して医
師の面接指導を受けられるように、
再度、目的などを明確に提示しま
しょう。また、面接指導への抵抗感
を緩和するためにも、高ストレス者の
みならず、すべての労働者が気軽に
利用できるような相談窓口を設ける
などの対応も行うと良いでしょう。
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